
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 4 月８日 学校だより 

さあ！令和７年度のスタートです！！ 

桜が満開の中の春休みも終わり、いよいよ新年度がスタートしました。学校に子供たちの元気な声が戻り、嬉しく思います。

お子様の新入学、進級おめでとうございます。本年度は新１年生７９名を迎え、児童数６５９名でのスタートです。 

子供には、無限の可能性が秘められています。その可能性を引き出し、伸ばすことが学校の使命です。子供たちの伸びを確か

なものにするために、昨年度いただきました学校の取組に対する保護者の皆様からのご意見や保護者アンケートをもとに、今年

度の学校教育目標について職員で話し合いました。 

価値観が多様化し、目まぐるしく変化するこの社会で、子供たちが生き抜くためには、「一人ひとりの子供たちが、夢と希望をも

ち、自ら目標に向かって立ち向かう強い心をもつこと」、「豊かなコミュニケーション力と確かな学力を身に付け、未来へ向かう

力を養うこと」、「互いの違いを認め合うことで、自分を価値ある存在としてたくましく生き抜く態度を習得すること」。これらが

不可欠だと考えます。そこで、今年度も本校の教育目標を昨年度に引き続き、「夢・愛・命を育む」に決定しました。 

  

 

 

 

毎日生活する学校は、楽しいものでなければなりません。学校生活での「楽しい」とは、わがままをすることではなく、「できた」

「わかった」「仲間と協力してやり遂げた」という「驚きと感動」を伴うものです。授業や行事、その他活動において子供にとって

「楽しい学校」を目指します。 

一日の多くの時間を学校で過ごします。子供にとって学校が「安心・安全」な場所でなければ、いきいきと活動することができ

ません。施設面だけでなく、いじめや暴力行為もあってはなりません。学校が「安心できる居場所」になるよう努めます。 

最後になりますが、令和の時代に入り、社会状況の目まぐるしい変化に伴い、学校では昨年度同様に、教育課程の見直し、行事の

精選や教職員の勤務時間適正化など、業務の見直しが求められています。また、関西万博の開催やそれに伴うバスの運転手の人手

不足による借り上げバス料金の高騰などの課題も残されています。課題克服は学校の与えられた使命でありますが、社会の状況が

急激に変化しているこの時代であるからこそ、今年度も変えるべきものは変え、残すべきものは何か、子供たちにとって本当に必

要なものは何かを見定め、令和の時代の教育活動を実践し、子供たちの成長につなげてまいります。 

本年度も職員一同、子供たちの健やかな成長のため、尽力してまいります。ご家庭、地域の皆様におかれましても、本校の教育

活動へご理解、ご協力をお願いいたします。                 

 

学校長 小西 孝之 

 

本校の教育目標 「夢・愛・命を育む」 

「夢を育む」…将来の夢に通じる「たしかな力」の育成 

「愛を育む」…人を愛する「豊かな心」の育成 

「命を育む」…自他の命を大切にする「元気な心と体」の育成 



 

６月１日（日）運動会予備日 



 

 

 

 

 

 

令和７・８年度 校外学習（泊を伴うものも含む）について 

今年、大阪に開催予定の「大阪・関西万博」の影響や深刻な人手不足の影響を受

け、今年度の借り上げバス代の高騰が予想されています。そのため、昨年度実施した校外学習やその他宿泊

行事などの内容、行く先を変更せざるを得ない学年もあります。決まり次第、お伝えするとともに、今年度

の児童費や積立金のご案内もさせていただきます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

教員の長時間勤務解消に向けた学校方針について（お願い） 

本校でも教育委員会の指針「長時間勤務解消にご理解とご協力」（教育委員会だより：令和６年１月号）

に沿って、様々な取り組みを行っています。教員の長時間勤務の解消によって、学校や教室でゆとりをもっ

て子供を見守り、支援できるものと考えます。また、安定的な学校運営にもつながります。保護者地域の皆

様のご理解とご協力をお願いいたします。 

１．学校外の子供の対応について   

校外の子供たちの様子についてご心配され連絡をいただけることは、学校としまして子供たちに支援

にもつながり、たいへんありがたいと思っております。しかしながら、学校外のトラブルについて、教員

が正確に確認することは、困難な場合があることをご理解ください。 

また、学校外でのマナー等につきましては、学校としてできる範囲での協力はさせていただきます。（緊 

急時のけがの対応等は、この限りではありません） 

①朝会等の機会を使って、注意喚起する。②相手側の了承の下、連絡先を提供する。 

③内容に応じて医療機関や警察など関係機関の相談窓口を紹介する。等 

 

〇習い事（塾など）で子供同士がトラブルになっている。解決してほしい。  

○公園や施設でごみを散らさせている。掃除してほしい。 

   ○公園等で子供同士が言い合いをしている。止めにきてほしい。 

   ○公園等で大声を出して騒いでいる。止めにきてほしい。 

  ※これらにつきましては、対応できない場合があります。 

２．登校時間について 

 【基本的な考え方】 

  子供たちの登校時間は、８：００～２０です。また、教員の勤務開始は８：００であり、勤務開始後、

学級担任は、子供を受け入れる準備を行っております。その他の教員も登校の見守りや授業準備にあたって

おります。子供たちがあまりに早くから登校することで、子供たちの安全確保が難しくなる場合もありま

す。ご理解をお願いします。また、一部の教員と PTA や地域の方による、登下校の見守りをボランティア

で行うことは、これまでどおり継続してまいります。学校運営協議会でも、引き続き、広く登下校の見守り

活動をしていただける方を募集していますので、ご協力いただける方はいつでも事務局のある学校までご

連絡ください。 

３．個別の対応についてのお願い 

①電話対応可能時間は、７：３０～１８：００です。ご理解とご協力をお願いします。 



 


